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入湯税・宿泊税 税別設定時の領収書分割方法について 

機能概要 

 本会計１にバウチャー等のお客様に提示できない宿泊明細がある場合に、本会計２にて入湯税・宿泊税を収受

できるよう、本会計１の入湯税・宿泊税を本会計２に分割する機能を実装いたしました。 

※本機能は本会計１に対する処理となります。 

※本会計２があらかじめある場合、本会計３にスライドし、本会計２には入湯税・消費税のみ印字します 

環境設定 設定方法 

① 施設管理者の権限を持つ担当者でログインし、システム＞環境設定を開きます。 

② 領収書タブにて、「入湯税が税別の領収書は外税印字する」項目に「本会計１の外税入湯税を本会計２に印字

する」チェックボックスをチェック。登録ボタンを押下します。 

③ 宿泊税も同じく「宿泊税が税別の領収書は外税印字する」項目に「本会計１の外税宿泊税を本会計２に印字す

る」チェックボックスをチェック。登録ボタンを押下します。 
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対象予約の設定方法 

 

本機能は予約詳細の宿泊明細にて入湯税・宿泊税が「別」になっている場合のみ機能します。 

 

① 予約詳細画面の入金明細タブを開きます。 

予約時にバウチャーと判っている場合は諸税を本会計２に印字項目を「１：印字する」に変更を実施。 

※全ての予約は初期値が「0：印字しない」になっています。 

※「諸税」と表記しておりますが、入湯税と宿泊税のみが対象です。消費税は含まれません。 

 

 

② チェックアウト画面の右側：諸税を本会計 2に印字 

①にて「１：印字する」に設定した場合、対象予約を選択すると「諸税を本会計 2に印字」にチェックが入ります。

本画面で、チェックすることでも本会計２が作成され、入湯税・宿泊税が本会計２に印字されます。 

 

※領収書発行済の場合、未発行に戻ります。 

※既に締め処理が行われている場合は締め処理を解除してからチェックしてください。 

※領収書発行後、意図していない入金になっていないか必ず入金入力をご確認ください。 
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領収書詳細画面の表示 

※本会計１にある宿泊明細の入湯税・宿泊税が対象 

となります。 

※あらかじめ本会計 2や個別会計に移動した宿泊明 

細は別の領収書となります。 

※領収書２には明細が無い状態で利用金額が 

表示されますのでご注意ください。 
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